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令和２年瀬戸市議会６月定例会提出予定議案等の概要  

 

１ 条例及び単行議案関係  

第４６号議案  行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法

律の改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定に

ついて  

担当課・係名  行政課 法務管理係、行政委員会事務局  

１ 条例制定の理由  

  行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改

正に伴い、関係規定を整理するため、瀬戸市条例中所要の事項を改

正するもの  

２ 条例制定の概要  

 ⑴ 主な内容  

  ア 本条例で改正の対象となる条例  

   (ｱ) 瀬戸市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する

条例  

   (ｲ) 瀬戸市固定資産評価審査委員会条例  

 ⑵ 改正内容  

「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」の

名称が「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」と

なり、同法第３条（電子情報処理組織による申請等）が第６条と

なる法改正にあわせ、条例中の該当条文を改める。  

※条例の内容に変更は生じない。  

 ⑶ 施行期日等  

   公布の日  

３ 条例制定に係る根拠法令  

  行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律（平成  

１４年法律第１５１号）  
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第４７号議案  公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改

正について  

担当課・係名  人事課 人事給与係  

１ 条例改正の理由  

  公益財団法人瀬戸市開発公社の名称が変更されたことを受け、条

例中所要の事項を改正するもの  

２ 条例改正の概要  

⑴ 主な内容  

  職員を派遣することができる団体のうち、「公益財団法人瀬戸

市開発公社」を「一般財団法人瀬戸市開発公社」に改める。  

  ※条例の内容に変更は生じない。  

 ⑵ 施行期日等  

   公布の日  

３ 条例改正に係る根拠法令  

⑴  公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成 

１８年法律第４９号）第５条  

⑵  公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律

（平成１２年法律第５０号）第２条  
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第４８号議案  特別職の職員の給料の特例に関する条例の制定につい

て  

担当課・係名  人事課 人事給与係  

１ 条例制定の理由  

  新型コロナウイルス感染症拡大による市民生活への影響を踏ま

え、今後も、財政出動を視野に入れた本市独自の対策が必要になる

ことを考慮し、市長、副市長及び教育長の給料月額等を一定期間減

額するに当たり、減額の割合や期間などの必要な事項を定めるため

条例を制定するもの  

２ 条例制定の概要  

⑴ 主な内容  

  ア  令和２年７月１日から令和３年３月３１日までの９月間にお

ける市長の給料月額を２０パーセント、副市長及び教育長の給

料月額をそれぞれ１０パーセント減額する。  

 減額後の額  現行  

市  長  
７９１，２００円  

（１９７，８００円減）  
９８９，０００円  

副市長  
７３０，８００円  

（８１，２００円減）  
８１２，０００円  

教育長  
６４９，８００円  

（７２，２００円減）  
７２２，０００円  

イ  期末手当及び退職手当の算出に当たっては、本条例による減

額を適用しない。  

 ⑵ 施行期日等  

公布の日  

３ 条例制定に係る根拠法令  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０４条第３項  

４ 条例制定に伴う影響、効果等  

   市長、副市長及び教育長の令和２年７月から令和３年３月までの

給 与 の 総 額 （ 見 込 ） が 、 そ れ ぞ れ １ ， ８ ８ ７ ， ０ １ ２ 円 、     

７７４，６４８円、６８８，７８８円減額となるもの。  
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第４９号議案  瀬戸市市税条例の一部改正について  

担当課・係名  税務課 市民税係、収納係、家屋償却係  

１ 条例改正の理由  

  地方税法の一部改正に伴い、関係規定を整備するため、条例中所

要の事項を改正するもの  

２ 条例改正の概要  

⑴ 主な内容  

 ア 令和２年度税制改正  

(ｱ) 市民税に関する事項  

ａ  個人の市民税の非課税の範囲について、ひとり親（前年の合計

所得金額が１３５万円を超える場合を除く。）を対象に追加す

る。  

  ※ひとり親：婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にす

る子（前年の総所得金額等が４８万円以下）を有する単身者  

ｂ  長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例について、低未

利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例を

創設する。  

 (ｲ) たばこ税に関する事項  

たばこ税の課税標準について、軽量な葉巻たばこに係る紙巻  

たばこの本数への換算方法について、令和２年１０月１日から２

段階で見直す。  

  イ 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う対応  

   (ｱ) 固定資産税に関する事項  

ａ  生産性革命の実現に向けた償却資産に係る特例措置について、

現行の対象資産に一定の事業用家屋と構築物を追加する。  

ｂ  固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例規定について、一

定の要件を満たす中小事業者等を対象とし、令和３年度課税分

を軽減する規定を追加する。  

   (ｲ) 軽自動車税に関する事項  

環境性能割の軽減税率適用の特例措置について、対象とする軽

自動車の取得期間を６月延長し、令和３年３月３１日までに取得

したものを対象とする。  

 (ｳ) 徴収猶予に関する事項  

徴収猶予の特例に係る手続等について、徴収猶予の手続につ
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いて条例で規定している事項を準用する規定を追加する。  

(ｴ) 市民税に関する事項  

住宅借入金等特別税額控除の特例について、所得割の納税義

務者が新型コロナウイルス感染症特例法の適用を受けた場合に

は、特例期間を１年延長し、令和１６年度までとする規定を追

加する。  

 ⑵ 施行期日等  

   その他所要の事項を改正し、施行の日を改正条例に応じて、公布の

日、令和２年１０月１日、令和３年１月１日、同年１０月１日、令和

４年４月１日とし、所要の経過措置を設ける。  

３ 条例改正に係る根拠法令  

 ⑴ 令和２年度税制改正  

地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第５号）  

 ⑵ 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う対応  

地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第２６号）  

４ 条例改正に伴う影響、効果等  

  新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響

により厳しい状況に置かれている納税者に対し、必要な税制上の措

置を講ずるもの。  
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第５０号議案  瀬戸市手数料徴収条例の一部改正について  

担当課・係名  市民課 市民係  

１ 条例改正の理由  

  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律の一部改正に伴い、条例中所要の事項を改正するもの  

２ 条例改正の概要  

⑴ 主な内容  

  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律第７条第１項に規定する通知カードの廃止を受け、同

カードの再交付手数料を廃止する。  

 ⑵ 施行期日等  

   公布の日  

３ 条例改正に係る根拠法令  

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律（平成２５年法律第２７号）  

４ 条例改正に伴う影響、効果等  

情報通信技術を活用し、行政手続等の利便性の向上や行政運営の

簡素化・効率化を図ることを目的とした法改正により通知カードが

廃止されることに伴う条例改正。通知カードの廃止に伴い、マイナ

ンバーカードの利用促進が期待されるもの。  
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第５１号議案  瀬戸市消防団員等公務災害補償条例の一部改正につい

て  

担当課・係名  消防課 庶務グループ  

１ 条例改正の理由  

  非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正

に伴い、条例中所要の事項を改正するもの  

２ 条例改正の概要  

 ⑴ 主な内容  

ア 団員の補償基礎額を次の表に掲げるとおりとする。  

階級  勤務年数  

１０年未満  
１０年以上  

２０年未満  
２０年以上  

団長・  

副団長  

１２，４４０円  

（４０円増）  

１３，３２０円  

（２０円増）  

１４，２００円  

（変更なし）  

分団長・  

副分団長  

１０，６７０円  

（７０円増）  

１１，５５０円  

（５０円増）  

１２，４４０円  

（４０円増）  

部長・班長  

・団員  

８，９００円  

（１００円増）  

９，７９０円  

（９０円増）  

１０，６７０円  

（７０円増）  

  ※  消防作業従事者等の補償基礎額は８，９００円（１００円増）  

  イ  民法の一部改正に伴い、障害補償年金前払一時金等が支給さ

れた場合における障害補償年金等の支給停止期間等の算定に用

いる利率について、「年５分の割合」から「法定利率」に改定

する。  

⑵ 施行期日等  

その他所要の事項を改正し、施行期日を公布の日（補償基礎額に

関する規定は令和２年４月１日から適用）とし、所要の経過措置を

設ける。  

３ 条例改正に係る根拠法令  

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改

正する政令（令和２年政令第６９号）  

４ 条例改正に伴う影響、効果等  

補償基礎額を引き上げることにより、公務災害補償の額が増額と

なることから、被災した非常勤消防団員本人やその家族の生活の向

上につながることが期待される。  
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第５２号議案  ＣＤ－Ⅰ型消防ポンプ自動車（深川分団車）の買入れ

について  

担当課・係名  消防課 庶務グループ  

１ 議案提出の理由  

  ＣＤ－Ⅰ型消防ポンプ自動車（深川分団車）の買入れに当たり、

議会の議決を求めるもの  

２ 議案の概要  

⑴ 買入物件  ＣＤ－Ⅰ型消防ポンプ自動車（深川分団車）  

 ⑵ 設備内容 水ポンプ装置（ポンプ性能Ａ－２級）等を装備した  

消防ポンプ自動車  

 ⑶ 買入価格 ２２，５５０，０００円  

 ⑷ 買 入 先 名古屋市東区矢田南一丁目２番８号  

        株式会社モリタ名古屋支店  

３ 議案提出に係る根拠法令  

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

（昭和５２年瀬戸市条例第１号）第３条  

４ 議案提出に伴う影響、効果等  

現在深川分団に配備している消防ポンプ自動車を耐用年数経過に伴い

更新し、引き続き消防活動を推進していく。  
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第５３号議案  ＣＤ－Ⅱ型消防ポンプ自動車（ポンプ１０号車）の買

入れについて  

担当課・係名  消防課 庶務グループ  

１ 議案提出の理由  

  ＣＤ－Ⅱ型消防ポンプ自動車（ポンプ１０号車）の買入れに当た

り、議会の議決を求めるもの  

２ 議案の概要  

⑴ 買入物件  ＣＤ－Ⅱ型消防ポンプ自動車（ポンプ１０号車）  

 ⑵  設備内容  水ポンプ装置（ポンプ性能Ａ－２級）等を装備した

消防ポンプ自動車  

 ⑶ 買入価格 ７９，８６０，０００円  

 ⑷ 買 入 先 名古屋市東区矢田南一丁目２番８号  

        株式会社モリタ名古屋支店  

３ 議案提出に係る根拠法令  

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

（昭和５２年瀬戸市条例第１号）第３条  

４ 議案提出に伴う影響、効果等  

現在配備している消防ポンプ自動車を耐用年数経過に伴い更新し、引

き続き消防活動を推進していく。  
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第５４号議案  災害対応特殊救急自動車（救急１号車）及び高度救命

処置用資機材の買入れについて  

担当課・係名  消防課 庶務グループ  

１ 議案提出の理由  

  災害対応特殊救急自動車（救急１号車）及び高度救命処置用資機

材の買入れに当たり、議会の議決を求めるもの  

２ 議案の概要  

⑴  買入物件  災害対応特殊救急自動車（救急１号車）及び高度救

命処置用資機材  

 ⑵  設備内容  高規格救急車及び高度救命処置用資機材（気道確保

用資機材、自動体外式除細動器、輸液用資機材、血

中酸素飽和度測定器、心電計及び心電図伝送装置並

びに血糖測定器）  

 ⑶ 買入価格 ３０，５８０，０００円  

 ⑷ 買 入 先 名古屋市熱田区桜田町２０番３４号  

        愛知日産自動車株式会社  

３ 議案提出に係る根拠法令  

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

（昭和５２年瀬戸市条例第１号）第３条  

４ 議案提出に伴う影響、効果等  

現在配備している災害対応特殊救急自動車を耐用年数経過に伴い更

新し、引き続き救急活動を推進していく。  
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第５５号議案  瀬戸市介護保険条例の一部改正について  

担当課・係名  高齢者福祉課 介護保険料係  

１ 条例改正の理由  

  介護保険法施行令の一部改正等に伴い、条例中所要の事項を改正

するもの  

２ 条例改正の概要  

 ⑴ 主な内容  

  ア  所得の少ない第１号被保険者に係る保険料について、次の表

に掲げるとおり減額する。  

所得  

段階  
対象者  改定前  令和２年度  

第１  

段階  

生活保護又は老齢福祉年金受給者  

世帯全員が市民税非課税で本人の公的

年金等収入額と合計所得金額の合計が

80 万円以下の方  

21,946 円  16,881 円  

第２  

段階  

世帯全員が市民税非課税で本人の公的

年金等収入額と合計所得金額の合計が

80 万円を超えて 120 万円以下の方  

33,425 円  24,984 円  

第３  

段階  

世帯全員が市民税非課税で本人の公的

年金等収入額と合計所得金額の合計が

120 万円を超える方  

48,955 円  47,267 円  

※保険料の額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。  

  イ  延滞金について、やむを得ない理由があると認める場合は、

減免することができる規定を加える。  

 ⑵ 施行期日等  

   その他所要の事項を改正し、施行期日を公布の日（保険料に関

する規定は令和２年４月１日から適用）とし、所要の経過措置を

設ける。  

３ 条例改正に係る根拠法令  

介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）  

４ 条例改正に伴う影響、効果等  

  低所得者の保険料の軽減強化のため、消費税率１０％への引き上

げにあわせ介護保険法施行令が改正されたことに伴い、低所得者の

保険料の軽減賦課を実施し、負担を緩和するもの。  
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第５６号議案  瀬戸市後期高齢者医療に関する条例の一部改正につい

て  

担当課・係名  国保年金課 医療福祉係  

１ 条例改正の理由  

  愛知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一

部改正に伴い、本市において新型コロナウイルス感染症に感染した

被保険者（発熱等の症状があり感染が疑われる者を含む。）に対す

る傷病手当金の支給に関する事務を行うに当たり、条例中所要の事

項を改正するもの  

２ 条例改正の概要  

⑴ 主な内容  

附則において、当分の間、新型コロナウイルス感染症に感染し

た被保険者（発熱等の症状があり感染が疑われる者を含む。）に

対する傷病手当金の支給に係る申請書の受付に関する事務を市が

行うこととする特例を規定する。  

⑵ 施行期日等  

   公布の日  

３ 条例改正に係る根拠法令等  

愛知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例（平

成１９年愛知県後期高齢者医療広域連合条例第３１号）附則第５条  
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第５７号議案  瀬戸市企業立地促進条例の一部改正について  

担当課・係名  産業政策課 企業支援係  

１ 条例改正の理由  

  奨励措置の対象に新たにホテル等を加えることにより、産業の振

興及び雇用の拡大を図るため、条例中所要の事項を改正するもの  

２ 条例改正の概要  

⑴ 主な内容  

 ア  奨励措置の対象に新たにホテル等を加え、その条件を次の全

てを満たす者とする。  

  (ｱ )  新設又は増設に係るホテル等の投下固定資産総額が５億

円以上（中小企業者は１億円以上）であること。  

  (ｲ )  新設又は増設に係るホテル等の総客室の数が５０室以上

であること。  

イ  奨励金の支給に関し、申請から交付までの一連の手続に係る

規定を見直し、条例中の該当条文を改める。  

⑵ 施行期日等  

その他所要の事項を改正し、施行期日を令和２年９月１日と

し、所要の経過措置を設ける。  

３ 条例改正に係る根拠法令  

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号  

４ 条例改正に伴う影響、効果等  

奨励措置の対象として新たにホテル等を加え、本市の産業の振興

及び雇用の更なる拡大を目指すもの。  
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第５８号議案  瀬戸市農業委員会委員の任命につき認定農業者等が委

員の過半数を占めることを要しない場合の同意につい

て  

担当課・係名  産業政策課 農林係  

１ 議案の概要  

   瀬戸市農業委員会委員の任命につき、農業委員会等に関する法律

第８条第５項本文の規定による認定農業者等が委員の過半数を占め

ることを要件とした場合、委員の任命に著しい困難を生ずることと

なるため、同項ただし書により認定農業者等又はこれらに準ずる者

の割合を４分の１以上とすることについて、議会の同意を求めるも

の  

２ 議案提出に係る根拠法令  

⑴  農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条

第５項  

⑵  農業委員会等に関する法律施行規則（昭和２６年農林省令第２

３号）第２条第２号  
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第５９号議案  市道路線の認定について  

担当課・係名  維持管理課 管理係  

１ 議案の概要  

  市道路線について、以下の５路線を認定するもの  

 ⑴ 赤重９号線  

 ⑵ 西米泉１０号線  

 ⑶ 柳ヶ坪７号線  

 ⑷ 柳ヶ坪８号線  

 ⑸ 若宮１３号線  

 

 

 

２ 予算関係  

 

 第６０号議案 令和２年度瀬戸市一般会計補正予算（第５号）  

 

第６１号議案  令和２年度瀬戸市介護保険事業特別会計補正予算（第１

号）  
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３ 人事関係  

 

 同意第２号 瀬戸市農業委員会委員の任命について  

（地域振興部産業政策課）  

   瀬戸市農業委員会委員の任期満了（令和２年７月１９日）に伴うもの  

 

 同意第３号 瀬戸市農業委員会委員の任命について  

（地域振興部産業政策課）  

   瀬戸市農業委員会委員の任期満了（令和２年７月１９日）に伴うもの  

 

 同意第４号 瀬戸市農業委員会委員の任命について  

（地域振興部産業政策課）  

   瀬戸市農業委員会委員の任期満了（令和２年７月１９日）に伴うもの  

 

 同意第５号 瀬戸市農業委員会委員の任命について  

（地域振興部産業政策課）  

   瀬戸市農業委員会委員の任期満了（令和２年７月１９日）に伴うもの  

 

 同意第６号 瀬戸市農業委員会委員の任命について  

（地域振興部産業政策課）  

   瀬戸市農業委員会委員の任期満了（令和２年７月１９日）に伴うもの  

 

 同意第７号 瀬戸市農業委員会委員の任命について  

（地域振興部産業政策課）  

   瀬戸市農業委員会委員の任期満了（令和２年７月１９日）に伴うもの  

 

 同意第８号 瀬戸市農業委員会委員の任命について  

（地域振興部産業政策課）  

   瀬戸市農業委員会委員の任期満了（令和２年７月１９日）に伴うもの  

 

 同意第９号 瀬戸市農業委員会委員の任命について  

（地域振興部産業政策課）  

   瀬戸市農業委員会委員の任期満了（令和２年７月１９日）に伴うもの  

 

 同意第１０号 瀬戸市農業委員会委員の任命について  

（地域振興部産業政策課）  

   瀬戸市農業委員会委員の任期満了（令和２年７月１９日）に伴うもの  

 

 同意第１１号 瀬戸市農業委員会委員の任命について  

（地域振興部産業政策課）  

   瀬戸市農業委員会委員の任期満了（令和２年７月１９日）に伴うもの  
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 同意第１２号 瀬戸市農業委員会委員の任命について  

（地域振興部産業政策課）  

   瀬戸市農業委員会委員の任期満了（令和２年７月１９日）に伴うもの  

 

 同意第１３号 瀬戸市農業委員会委員の任命について  

（地域振興部産業政策課）  

   瀬戸市農業委員会委員の任期満了（令和２年７月１９日）に伴うもの  

 

諮問第１号 人権擁護委員の推薦について  （健康福祉部社会福祉課）  

   人権擁護委員の任期満了（令和２年９月３０日）に伴うもの  

 

 諮問第２号 人権擁護委員の推薦について   （健康福祉部社会福祉課）  

   人権擁護委員の任期満了（令和２年９月３０日）に伴うもの  

 

 

 

４ 報告関係  

 

 報告第５号 令和元年度瀬戸市一般会計予算継続費の繰越しについて  

 

 報告第６号 令和元年度瀬戸市一般会計予算繰越明許費の繰越しについ

て  

 

 報告第７号 令和元年度瀬戸市一般会計予算事故繰越しについて  
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参考資料第６０号・第６１号議案

１　予算概要 （単位：千円）

① ②

①「その他」の説明 ②「一般財源」の説明

　・寄附金 　・繰入金

　・繰越金（寄附金） 　・繰越金

　・諸収入

２　一般会計

(1) 主な内容 （単位：千円）

コミュニティ助成

市税過年度還付金及び還付加算金

高齢者移動支援推進

子ども・子育て支援施設新型コロナウイルス感染拡大防止

児童クラブ運営

児童クラブ活動補助金

小学校施設管理（タブレット端末等整備）

中学校施設管理（タブレット端末等整備）

特別支援学校施設管理（タブレット端末等整備）

３　特別会計

(1) 介護保険事業特別会計

低所得者層の保険料軽減による補正を行うもの。

新型コロナウイルスの感染拡大防止を図るため、児童館・児童クラブ等へ子ども用マスク、
消毒液等を配布するもの。

3,201 3,201
愛知県からの委託を受け、地域の実情に応じた高齢者の移動支援の実証に向けた検討を行う
もの。

小学校の休校に伴う家庭負担の軽減を図るため、市内児童クラブにおいて実施している長時
間開設にかかる追加利用料の無償化や利用自粛要請に伴う利用料還付等について、費用の増
加分を負担するとともに利用自粛に伴う減収分を補てんするもの。

民 生 費

18,587

6,990

4,52047,153

1,868

宝くじの収益を原資とした(一財)自治総合センターのコミュニティ助成金を受け、祖母懐連
区自治会のコミュニティ活動に対して補助金を交付するもの。

新型コロナウイルス感染症の影響により、増加が見込まれる市税の還付金及び還付加算金に
ついて増額するもの。

学校ⅠＣＴ環境の整備を推進するため、１人１台のタブレット端末及び環境を整備するも
の。

令和２年度　　６月補正予算（案）概要

130,000

42,633

84,591

44,570

3,888

2,500

6,990

16,719

84,591

44,570

3,888

財　　源　　内　　訳

一般財源そ の 他市　債国・県支出金

2,500

企　 業　 会　 計 8,454,221

５月補正
（追加２）

F

73,905

国民健康保険事業 11,734,000

教 育 費

11,735,5601,560

73,905

130,000

区　　分

合　　　計 71,217,221 ▲ 700,519 117.6%

目　的　及　び　内　容

1,560

事　　業　　名

200 202,121

162,761

2,500

補 正 額

364,882 85,299,207

239.0%

13,509,969

2,094

423,876773,195 54,200 0

10,133,000

96.9%

介 護 保 険 事 業 10,133,000

特　 別　 会　 計 24,023,000

4,794

8,454,221

24,024,560

101.4%

52,820,426 125.6%364,8824,794

89.3%1,560

A+B+C+D+E+F+G

一　 般　 会　 計 38,740,000 ▲ 700,519 13,509,969 773,195 54,200

G　　の　　財　　源　　内　　訳

市　　債 そ　の　他 一般財源

６月補正当　　初 ３月補正 ４月補正 ５月補正
５月補正
（追加）

A B C D E

総 務 費

補正後予算額
対前年同期比

423,876

0

0

国・県支出金G

－22－　　　　　　　.



参考資料人事関係

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

加藤　髙明 H25.10.1 H29.10.1 R3.9.30

寺田　康孝 H28.10.1 H28.10.1 R2.9.30

二宮  あづさ H28.10.1 H28.10.1 R2.9.30

中根　志保 H30.10.1 H30.10.1 R4.9.30

青山　貴彦 R1.10.1 R1.10.1 R5.9.30

田中　直美 R1.10.1 R1.10.1 R5.9.30

公平委員会委員（任期４年）

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

日比　剛 H22.12.15 H30.12.15 R4.12.14

小池　雄三 H27.7.6 R1.7.6 R5.7.5

中嶋　若菜 H29.9.30 H29.9.30 R3.9.29

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

加藤　繁紀 H14.1.22 R2.1.22 R5.1.21

鈴木　洋子 R1.12.21 R1.12.21 R4.12.20

竹本　弘司 R1.10.1 R1.10.1 R4.9.30

加藤  和守 H27.4.1 H30.4.1 R3.3.31

瀧本　友子 H29.1.20 R2.1.20 R5.1.19

伊藤　昌幸 H26.7.25 R1.12.21 R4.12.20

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

加藤　多喜雄 H25.7.1 H29.7.1 R3.6.30

伊藤　勝朗 H22.10.1 H30.10.1 R4.9.30

柴田　利勝 R2.5.12 R2.5.12 R5.4.30

監査委員（任期４年）

行 政 委 員 会 委 員 名 簿

令和２年５月１２日現在

教育委員会委員（任期４年）

固定資産評価審査委員会委員（任期３年）

-　23　-



参考資料人事関係

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

勝谷　哲次 H20.10.1 H28.12.24 R2.12.23

前野　宏衞 H27.7.9 H28.12.24 R2.12.23

戸田　千里 H28.12.24 H28.12.24 R2.12.23

上川　和子 H28.12.24 H28.12.24 R2.12.23

人権擁護委員（任期３年）

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

大橋　久美子 H10.3.1 H31.4.1 R4.3.31

野田　真澄 H17.7.1 H29.10.1 R2.9.30

伊藤　良三 H18.10.1 H30.10.1 R3.9.30

加藤　光昭 H29.4.1 R2.4.1 R5.3.31

畔栁　俊雄 H20.4.1 R2.4.1 R5.3.31

矢野　友子 H22.4.1 H31.4.1 R4.3.31

藤本　明伸 H22.7.1 R1.10.1 R4.9.30

今井　順子 H23.7.1 H29.10.1 R2.9.30

中島　富士子 H24.10.1 H30.10.1 R3.9.30

横江　俊次 H25.4.1 H31.4.1 R4.3.31

髙島　惠子 H27.10.1 H30.10.1 R3.9.30

副市長（任期４年）

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

青山　一郎 H27.6.16 R1.6.16 R5.6.15

教育長（任期３年）

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

横山　彰 H31.2.20 R1.10.1 R4.9.30

選挙管理委員（任期４年）

行 政 委 員 会 委 員 名 簿

令和２年５月１２日現在

-　24　-



参考資料人事関係

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

井上　幾夫 H29.7.20 H29.7.20 R2.7.19

小澤　早由里 H29.7.20 H29.7.20 R2.7.19

加藤　卓夫 H29.7.20 H29.7.20 R2.7.19

加藤　基 H29.7.20 H29.7.20 R2.7.19

加藤　安清 H29.7.20 H29.7.20 R2.7.19

小林　晃久 H29.7.20 H29.7.20 R2.7.19

作石　正太郎 H29.7.20 H29.7.20 R2.7.19

武田　晴光 H29.7.20 H29.7.20 R2.7.19

藤井　義廣 H29.7.20 H29.7.20 R2.7.19

松原　清 H29.7.20 H29.7.20 R2.7.19

山田　泰司 H29.7.20 H29.7.20 R2.7.19

横道　厚子 H29.7.20 H29.7.20 R2.7.19

農業委員会委員（任期３年）

行 政 委 員 会 委 員 名 簿

令和２年５月１２日現在

-　25　-
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,
0
0
0
,
0
0
0

3
2
5
,
0
0
0
,
0
0
0

9
3
,
8
9
7
,
4
2
1

2
3
1
,
1
0
2
,
5
7
9

2
3
1
,
1
0
2
,
5
7
9

5
,
6
6
3
,
5
7
9

7
0
,
7
3
9
,
0
0
0

1
1
3
,
7
0
0
,
0
0
0

4
1
,
0
0
0
,
0
0
0

　　                                 ‐26‐

参考資料報告第5号

予
算

計
上

額

前
年

度
逓

次
繰

越
額

計
繰

越
金

特
 
定

 
財

 
源

令
　

和
　

元
　

年
　

度
　

瀬
　

戸
　

市
　

一
　

般
　

会
　

計
　

予
　

算
　

継
　

続
　

費
　

繰
　

越
　

計
　

算
　

書

款
項

左
　

の
　

財
　

源
　

内
　

訳

事
 
業

 
名

継
続

費
の

総
額

令
和

元
年

度
継

続
費

予
算

現
額

支
出

済
額

及
び

支
出

見
込

額

残
 
 
額

翌
年

度
逓

次
繰

越
額



国
庫

支
出

金
繰

入
金

諸
収

入
市

　
債

円
円

円
円

円
円

円
円

2 総
務

費
1 総

務
管

理
費

公
共

施
設

再
生

整
備

事
業

3
7
,
8
8
6
,
0
0
0

3
7
,
8
8
5
,
1
0
0

3
7
,
8
8
5
,
1
0
0

文
化

セ
ン

タ
ー

施
設

整
備

事
業

3
8
7
,
7
7
3
,
0
0
0

3
7
9
,
3
1
5
,
2
0
0

1
0
,
6
1
6
,
0
0
0

2
4
5
,
0
0
0
,
0
0
0

9
6
,
4
0
0
,
0
0
0

2
7
,
2
9
9
,
2
0
0

国
土

強
靭

化
地

域
計

画
策

定
事

業
9
,
4
6
0
,
0
0
0

7
,
1
5
0
,
0
0
0

7
,
1
5
0
,
0
0
0

8 土
木

費
2 道

路
橋

り
ょ

う
費

水
野

駅
北

口
整

備
事

業
4
6
,
5
5
3
,
0
0
0

4
6
,
5
5
3
,
0
0
0

4
6
,
5
5
3
,
0
0
0

品
野

曽
野

線
整

備
事

業
2
0
,
8
8
5
,
0
0
0

2
0
,
6
2
4
,
6
2
6

8
,
7
4
5
,
3
0
0

6
,
4
0
0
,
0
0
0

5
,
4
7
9
,
3
2
6

品
野

窯
町

２
号

線
整

備
事

業
3
5
,
0
0
0
,
0
0
0

2
2
,
8
0
0
,
0
0
0

4
,
6
7
1
,
0
0
0

3
,
4
0
0
,
0
0
0

1
4
,
7
2
9
,
0
0
0

道
路

橋
り

ょ
う

予
防

保
全

事
業

7
4
,
0
0
0
,
0
0
0

7
0
,
3
3
5
,
1
7
6

2
6
,
5
2
1
,
0
0
0

1
9
,
4
0
0
,
0
0
0

2
4
,
4
1
4
,
1
7
6

交
通

安
全

施
設

等
設

置
事

業
4
0
,
0
0
0
,
0
0
0

4
0
,
0
0
0
,
0
0
0

1
6
,
0
0
0
,
0
0
0

1
6
,
0
0
0
,
0
0
0

8
,
0
0
0
,
0
0
0

3 河
川

費
河

川
・

排
水

路
整

備
事

業
5
1
,
0
0
0
,
0
0
0

3
2
,
2
0
0
,
0
0
0

1
1
,
0
4
4
,
6
0
0

2
1
,
1
0
0
,
0
0
0

5
5
,
4
0
0

4 都
市

計
画

費
陣

屋
線

整
備

事
業

6
5
,
1
5
2
,
0
0
0

6
1
,
3
4
6
,
9
8
6

2
3
,
1
2
1
,
0
0
0

3
8
,
2
2
5
,
9
8
6

項
事

　
　

業
　

　
名
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金
　

　
額

一
般

財
源

既
収

入
特

定
財

源
未

　
収

　
入

　
特

　
定

　
財

　
源

左
　

　
の

　
　

財
　

　
源

　
　

内
　

　
訳

令
　

和
　

元
　

年
　

度
　

瀬
　

戸
　

市
　

一
　

般
　

会
　

計
　

予
　

算
　

繰
　

越
　

明
　

許
　

費
　

繰
　

越
　

計
　

算
　

書

翌
年

度
繰

越
額

款



国
庫

支
出

金
繰

入
金

諸
収

入
市

　
債

円
円

円
円

円
円

円
円

1
0

教
育

費
2 小

学
校

費
幡

山
東

小
学

校
増

築
事

業
2
7
1
,
5
0
0
,
0
0
0

2
7
1
,
5
0
0
,
0
0
0

7
0
,
9
6
2
,
0
0
0

1
2
3
,
0
0
0
,
0
0
0

6
3
,
2
0
0
,
0
0
0

1
4
,
3
3
8
,
0
0
0

掛
川

小
学

校
大

規
模

改
造

事
業

3
9
,
5
8
0
,
0
0
0

3
9
,
5
8
0
,
0
0
0

1
0
,
1
8
8
,
0
0
0

1
1
,
0
0
0
,
0
0
0

1
6
,
3
0
0
,
0
0
0

2
,
0
9
2
,
0
0
0

小
学

校
校

内
通

信
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
整

備
事

業
2
5
4
,
0
0
0
,
0
0
0

2
5
4
,
0
0
0
,
0
0
0

8
6
,
5
8
5
,
0
0
0

1
4
5
,
3
0
0
,
0
0
0

2
2
,
1
1
5
,
0
0
0

3 中
学

校
費

幡
山

中
学

校
大

規
模

改
造

事
業

4
2
,
1
6
0
,
0
0
0

4
2
,
1
6
0
,
0
0
0

1
2
,
6
1
7
,
0
0
0

8
,
0
0
0
,
0
0
0

2
0
,
3
0
0
,
0
0
0

1
,
2
4
3
,
0
0
0

中
学

校
校

内
通

信
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
整

備
事

業
1
1
5
,
0
0
0
,
0
0
0

1
1
5
,
0
0
0
,
0
0
0

3
6
,
4
3
0
,
0
0
0

6
7
,
3
0
0
,
0
0
0

1
1
,
2
7
0
,
0
0
0

4 特
別

支
援

学
校

費
特

別
支

援
学

校
校

内
通

信
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
整

備
事

業
1
6
,
0
0
0
,
0
0
0

1
6
,
0
0
0
,
0
0
0

6
,
9
9
0
,
0
0
0

7
,
3
0
0
,
0
0
0

1
,
7
1
0
,
0
0
0

項
事

　
　

業
　

　
名
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金
　

　
額

一
般

財
源

既
収

入
特

定
財

源
未

　
収

　
入

　
特

　
定

　
財

　
源

左
　

　
の

　
　

財
　

　
源

　
　

内
　

　
訳

令
　

和
　

元
　

年
　

度
　

瀬
　

戸
　

市
　

一
　

般
　

会
　

計
　

予
　

算
　

繰
　

越
　

明
　

許
　

費
　

繰
　

越
　

計
　

算
　

書

翌
年

度
繰

越
額

款



国
庫

支
出

金
市

　
債

円
円

円
円

円
円

円
円

円
8 土

木
費

2 道
路

橋
り

ょ
う

費
幡

中
南

菱
野

線
整

備
事

業
2
,
4
9
5
,
1
5
4

1
,
7
4
4
,
0
0
0

7
5
1
,
1
5
4

7
5
1
,
1
5
4

7
5
1
,
1
5
4
事

業
遅

延
の

為

道
路

維
持

管
理

事
業

2
6
,
0
6
2
,
3
0
0

7
,
7
0
0
,
0
0
0

1
8
,
3
6
2
,
3
0
0

1
8
,
3
6
2
,
3
0
0

1
8
,
3
6
2
,
3
0
0
事

業
遅

延
の

為

4 都
市

計
画

費
菱

野
団

地
再

生
計

画
推

進
事

業
4
,
3
2
3
,
0
0
0

4
,
3
2
3
,
0
0
0

4
,
3
2
3
,
0
0
0

4
,
3
2
3
,
0
0
0
事

業
遅

延
の

為

公
園

施
設

整
備

事
業

4
1
,
5
6
0
,
2
0
0

1
3
,
6
0
0
,
0
0
0

2
7
,
9
6
0
,
2
0
0

2
7
,
9
6
0
,
2
0
0

1
3
,
5
0
0
,
0
0
0

1
2
,
1
0
0
,
0
0
0

2
,
3
6
0
,
2
0
0
事

業
遅

延
の

為

一
般

財
源
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支

出
負

担
 
行

 
為

 
額

事
　

業
　

名
項

款
未

収
入

特
定

財
源

説
　

明

参考資料報告第7号

令
　

和
　

元
　

年
　

度
　

瀬
　

戸
　

市
　

一
　

般
　

会
　

計
　

予
　

算
　

事
　

故
　

繰
　

越
　

し
　

繰
　

越
　

計
　

算
　

書

左
　

　
の

　
　

財
　

　
源

　
　

内
　

　
訳

左
　

の
　

内
　

訳

既
 
収

 
入

特
定

財
源

翌
年

度

繰
越

額

支
出
負

担
行
為

予
定
額

支
出

未
済

額
支

出
済

額


